
政
令
第
二
百
三
十
五
号

刑
法
及
び
刑
事
訴
訟
法
の
一
部
を
改
正
す
る
法
律
の
施
行
に
伴
う
関
係
政
令
の
整
備
に
関
す
る
政
令

内
閣
は
、
刑
法
及
び
刑
事
訴
訟
法
の
一
部
を
改
正
す
る
法
律
（
令
和
五
年
法
律
第
六
十
六
号
）
の
施
行
に
伴
い
、
及
び
関
係

法
律
の
規
定
に
基
づ
き
、
こ
の
政
令
を
制
定
す
る
。

（
児
童
福
祉
法
施
行
令
の
一
部
改
正
）

第
一
条

児
童
福
祉
法
施
行
令
（
昭
和
二
十
三
年
政
令
第
七
十
四
号
）
の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。

第
四
条
中
第
十
二
号
を
第
十
三
号
と
し
、
第
一
号
か
ら
第
十
一
号
ま
で
を
一
号
ず
つ
繰
り
下
げ
、
同
条
に
第
一
号
と
し
て

次
の
一
号
を
加
え
る
。

一

刑
法
（
明
治
四
十
年
法
律
第
四
十
五
号
）
第
百
八
十
二
条
の
規
定

（
警
察
法
施
行
令
の
一
部
改
正
）

第
二
条

警
察
法
施
行
令
（
昭
和
二
十
九
年
政
令
第
百
五
十
一
号
）
の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。

第
二
条
第
八
号
ソ
中
「
強
制
性
交
等
」
を
「
不
同
意
性
交
等
」
に
改
め
る
。

（
銃
砲
刀
剣
類
所
持
等
取
締
法
施
行
令
の
一
部
改
正
）



第
三
条

銃
砲
刀
剣
類
所
持
等
取
締
法
施
行
令
（
昭
和
三
十
三
年
政
令
第
三
十
三
号
）
の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。

第
十
二
条
第
二
項
第
一
号
中
「
第
百
七
十
六
条
」
を
「
第
百
七
十
六
条
第
一
項
」
に
、
「
第
百
七
十
七
条
」
を
「
第
百
七

十
七
条
第
一
項
」
に
改
め
る
。

（
風
俗
営
業
等
の
規
制
及
び
業
務
の
適
正
化
等
に
関
す
る
法
律
施
行
令
の
一
部
改
正
）

第
四
条

風
俗
営
業
等
の
規
制
及
び
業
務
の
適
正
化
等
に
関
す
る
法
律
施
行
令
（
昭
和
五
十
九
年
政
令
第
三
百
十
九
号
）
の
一

部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。

第
十
七
条
第
一
号
中
「
か
ら
第
百
八
十
一
条
」
を
「
、
第
百
七
十
七
条
、
第
百
七
十
九
条
か
ら
第
百
八
十
二
条
」
に
改
め

る
。第

二
十
八
条
第
二
号
中
「
第
百
八
十
二
条
」
を
「
第
百
七
十
七
条
ま
で
、
第
百
七
十
九
条
か
ら
第
百
八
十
三
条
」
に
改
め

る
。

（
社
会
福
祉
士
及
び
介
護
福
祉
士
法
施
行
令
の
一
部
改
正
）

第
五
条

社
会
福
祉
士
及
び
介
護
福
祉
士
法
施
行
令
（
昭
和
六
十
二
年
政
令
第
四
百
二
号
）
の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す

る
。



第
一
条
第
一
項
中
「
規
定
は
」
の
下
に
「
、
刑
法
（
明
治
四
十
年
法
律
第
四
十
五
号
。
第
百
八
十
二
条
の
規
定
に
限

る
。
）
」
を
加
え
る
。

第
十
四
条
の
二
並
び
に
附
則
第
二
条
の
二
及
び
第
三
条
中
「
規
定
は
」
の
下
に
「
、
刑
法
（
第
百
八
十
二
条
の
規
定
に
限

る
。
）
」
を
加
え
る
。

（
精
神
保
健
福
祉
士
法
施
行
令
の
一
部
改
正
）

第
六
条

精
神
保
健
福
祉
士
法
施
行
令
（
平
成
十
年
政
令
第
五
号
）
の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。

第
一
条
中
「
規
定
は
」
の
下
に
「
、
刑
法
（
明
治
四
十
年
法
律
第
四
十
五
号
。
第
百
八
十
二
条
の
規
定
に
限
る
。
）
」
を

加
え
る
。

（
イ
ン
タ
ー
ネ
ッ
ト
異
性
紹
介
事
業
を
利
用
し
て
児
童
を
誘
引
す
る
行
為
の
規
制
等
に
関
す
る
法
律
施
行
令
の
一
部
改
正
）

第
七
条

イ
ン
タ
ー
ネ
ッ
ト
異
性
紹
介
事
業
を
利
用
し
て
児
童
を
誘
引
す
る
行
為
の
規
制
等
に
関
す
る
法
律
施
行
令
（
平
成
二

十
年
政
令
第
三
百
四
十
六
号
）
の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。

第
一
条
第
三
号
中
「
、
同
法
第
百
七
十
八
条
に
規
定
す
る
罪
（
児
童
に
対
す
る
わ
い
せ
つ
な
行
為
又
は
性
交
等
に
係
る
も

の
に
限
る
。
）
」
を
削
り
、
「
第
百
八
十
二
条
」
を
「
第
百
八
十
三
条
」
に
改
め
る
。



（
海
賊
多
発
海
域
に
お
け
る
日
本
船
舶
の
警
備
に
関
す
る
特
別
措
置
法
施
行
令
の
一
部
改
正
）

第
八
条

海
賊
多
発
海
域
に
お
け
る
日
本
船
舶
の
警
備
に
関
す
る
特
別
措
置
法
施
行
令
（
平
成
二
十
五
年
政
令
第
三
百
二
十
六

号
）
の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。

第
五
条
第
一
号
中
「
第
百
七
十
六
条
」
を
「
第
百
七
十
六
条
第
一
項
」
に
、
「
第
百
七
十
七
条
」
を
「
第
百
七
十
七
条
第

一
項
」
に
改
め
る
。

（
国
家
戦
略
特
別
区
域
法
施
行
令
の
一
部
改
正
）

第
九
条

国
家
戦
略
特
別
区
域
法
施
行
令
（
平
成
二
十
六
年
政
令
第
九
十
九
号
）
の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。

第
六
条
中
第
十
一
号
を
第
十
二
号
と
し
、
第
一
号
か
ら
第
十
号
ま
で
を
一
号
ず
つ
繰
り
下
げ
、
同
条
に
第
一
号
と
し
て
次

の
一
号
を
加
え
る
。

一

刑
法
（
明
治
四
十
年
法
律
第
四
十
五
号
）
第
百
八
十
二
条
の
規
定

第
十
八
条
第
四
号
ハ
中
「
（
明
治
四
十
年
法
律
第
四
十
五
号
）
」
を
削
る
。

（
公
認
心
理
師
法
施
行
令
の
一
部
改
正
）

第
十
条

公
認
心
理
師
法
施
行
令
（
平
成
二
十
九
年
政
令
第
二
百
四
十
三
号
）
の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。



第
一
条
中
第
二
十
八
号
を
第
二
十
九
号
と
し
、
第
一
号
か
ら
第
二
十
七
号
ま
で
を
一
号
ず
つ
繰
り
下
げ
、
同
条
に
第
一
号

と
し
て
次
の
一
号
を
加
え
る
。

一

刑
法
（
明
治
四
十
年
法
律
第
四
十
五
号
）
第
百
八
十
二
条
の
規
定

（
特
定
複
合
観
光
施
設
区
域
整
備
法
施
行
令
の
一
部
改
正
）

第
十
一
条

特
定
複
合
観
光
施
設
区
域
整
備
法
施
行
令
（
平
成
三
十
一
年
政
令
第
七
十
二
号
）
の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す

る
。第

七
条
第
二
項
第
二
十
一
号
、
第
二
十
七
条
第
二
項
及
び
第
三
十
二
条
中
「
第
百
八
十
二
条
」
を
「
第
百
八
十
三
条
」
に

改
め
る
。

附

則

（
施
行
期
日
）

第
一
条

こ
の
政
令
は
、
刑
法
及
び
刑
事
訴
訟
法
の
一
部
を
改
正
す
る
法
律
（
以
下
「
改
正
法
」
と
い
う
。
）
の
施
行
の
日
か

ら
施
行
す
る
。

（
警
察
法
施
行
令
の
一
部
改
正
に
伴
う
経
過
措
置
）



第
二
条

第
二
条
の
規
定
に
よ
る
改
正
後
の
警
察
法
施
行
令
第
二
条
の
規
定
の
適
用
に
つ
い
て
は
、
改
正
法
第
一
条
の
規
定
に

よ
る
改
正
前
の
刑
法
（
明
治
四
十
年
法
律
第
四
十
五
号
。
以
下
「
旧
刑
法
」
と
い
う
。
）
第
百
七
十
七
条
、
第
百
七
十
八
条

第
二
項
又
は
第
百
八
十
条
若
し
く
は
第
百
八
十
一
条
第
二
項
（
こ
れ
ら
の
規
定
中
旧
刑
法
第
百
七
十
七
条
又
は
第
百
七
十
八

条
第
二
項
の
罪
に
係
る
部
分
に
限
る
。
）
に
規
定
す
る
犯
罪
は
、
不
同
意
性
交
等
の
犯
罪
と
み
な
す
。

（
銃
砲
刀
剣
類
所
持
等
取
締
法
施
行
令
の
一
部
改
正
に
伴
う
経
過
措
置
）

第
三
条

第
三
条
の
規
定
に
よ
る
改
正
後
の
銃
砲
刀
剣
類
所
持
等
取
締
法
施
行
令
第
十
二
条
第
二
項
の
規
定
の
適
用
に
つ
い
て

は
、
旧
刑
法
第
百
七
十
六
条
、
第
百
七
十
七
条
又
は
第
百
八
十
条
（
旧
刑
法
第
百
七
十
六
条
又
は
第
百
七
十
七
条
の
罪
に
係

る
部
分
に
限
る
。
）
に
規
定
す
る
罪
は
、
同
項
第
一
号
に
掲
げ
る
罪
と
み
な
す
。

（
風
俗
営
業
等
の
規
制
及
び
業
務
の
適
正
化
等
に
関
す
る
法
律
施
行
令
の
一
部
改
正
に
伴
う
経
過
措
置
）

第
四
条

第
四
条
の
規
定
に
よ
る
改
正
後
の
風
俗
営
業
等
の
規
制
及
び
業
務
の
適
正
化
等
に
関
す
る
法
律
施
行
令
（
以
下
こ
の

条
に
お
い
て
「
新
令
」
と
い
う
。
）
第
十
七
条
、
第
十
八
条
、
第
二
十
条
及
び
第
二
十
一
条
の
規
定
の
適
用
に
つ
い
て
は
、

旧
刑
法
第
百
七
十
六
条
か
ら
第
百
七
十
八
条
ま
で
又
は
第
百
八
十
条
若
し
く
は
第
百
八
十
一
条
（
こ
れ
ら
の
規
定
中
旧
刑
法

第
百
七
十
六
条
か
ら
第
百
七
十
八
条
ま
で
の
罪
に
係
る
部
分
に
限
る
。
）
の
罪
に
当
た
る
違
法
な
行
為
は
、
新
令
第
十
七
条



第
一
号
に
掲
げ
る
行
為
と
み
な
す
。

２

新
令
第
二
十
八
条
の
規
定
の
適
用
に
つ
い
て
は
、
旧
刑
法
第
百
七
十
六
条
か
ら
第
百
七
十
八
条
ま
で
又
は
第
百
八
十
条
若

し
く
は
第
百
八
十
一
条
（
こ
れ
ら
の
規
定
中
旧
刑
法
第
百
七
十
六
条
か
ら
第
百
七
十
八
条
ま
で
の
罪
に
係
る
部
分
に
限

る
。
）
の
罪
に
当
た
る
違
法
な
行
為
は
、
新
令
第
二
十
八
条
第
二
号
に
掲
げ
る
行
為
と
み
な
す
。

（
イ
ン
タ
ー
ネ
ッ
ト
異
性
紹
介
事
業
を
利
用
し
て
児
童
を
誘
引
す
る
行
為
の
規
制
等
に
関
す
る
法
律
施
行
令
の
一
部
改
正
に

伴
う
経
過
措
置
）

第
五
条

第
七
条
の
規
定
に
よ
る
改
正
後
の
イ
ン
タ
ー
ネ
ッ
ト
異
性
紹
介
事
業
を
利
用
し
て
児
童
を
誘
引
す
る
行
為
の
規
制
等

に
関
す
る
法
律
施
行
令
（
以
下
こ
の
条
に
お
い
て
「
新
令
」
と
い
う
。
）
第
一
条
の
規
定
の
適
用
に
つ
い
て
は
、
旧
刑
法
第

百
七
十
六
条
に
規
定
す
る
罪
（
児
童
に
対
す
る
わ
い
せ
つ
な
行
為
に
係
る
も
の
に
限
る
。
）
、
旧
刑
法
第
百
七
十
七
条
に
規

定
す
る
罪
（
児
童
に
対
す
る
性
交
等
に
係
る
も
の
に
限
る
。
）
又
は
旧
刑
法
第
百
七
十
八
条
若
し
く
は
旧
刑
法
第
百
八
十
条

若
し
く
は
第
百
八
十
一
条
（
こ
れ
ら
の
規
定
中
旧
刑
法
第
百
七
十
六
条
か
ら
第
百
七
十
八
条
ま
で
の
罪
に
係
る
部
分
に
限

る
。
）
に
規
定
す
る
罪
（
児
童
に
対
す
る
わ
い
せ
つ
な
行
為
又
は
性
交
等
に
係
る
も
の
に
限
る
。
）
は
、
新
令
第
一
条
第
三

号
に
掲
げ
る
罪
と
み
な
す
。



（
海
賊
多
発
海
域
に
お
け
る
日
本
船
舶
の
警
備
に
関
す
る
特
別
措
置
法
施
行
令
の
一
部
改
正
に
伴
う
経
過
措
置
）

第
六
条

第
八
条
の
規
定
に
よ
る
改
正
後
の
海
賊
多
発
海
域
に
お
け
る
日
本
船
舶
の
警
備
に
関
す
る
特
別
措
置
法
施
行
令
（
以

下
こ
の
条
に
お
い
て
「
新
令
」
と
い
う
。
）
第
五
条
の
規
定
の
適
用
に
つ
い
て
は
、
旧
刑
法
第
百
七
十
六
条
、
第
百
七
十
七

条
又
は
第
百
八
十
条
（
旧
刑
法
第
百
七
十
六
条
又
は
第
百
七
十
七
条
の
罪
に
係
る
部
分
に
限
る
。
）
に
規
定
す
る
罪
は
、
新

令
第
五
条
第
一
号
に
掲
げ
る
罪
と
み
な
す
。


